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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物の外部に取り付けて用いる木製独立柱において、
　上方からの荷重を支持する角形断面を有する構造柱と、該構造柱の４側面を外側から覆
って各々取り付けられる４枚の木製化粧板とからなり、
　前記木製化粧板は、前記構造柱の各側面に上下方向に所定の間隔をおいて取り付けられ
た複数の被係止金物に、当該木製化粧板の背面に上下方向に前記被係止金物と同様の間隔
をおいて取り付けられた複数の係止金物を、当該木製化粧板を前記構造柱に沿ってスライ
ド移動させることで上方から各々係止することによって前記構造柱の各側面に各々取り付
けられるようになっており、
　前記木製化粧板は、各々背面の両側縁部に沿ってＬ字形に切り欠いた噛み合せ切欠きを
備えており、
　前記木製独立柱の各角部において、隣接する一対の前記木製化粧板の噛み合せ切欠き同
士を隙間を保持して噛み合わせることで、前記４枚の木製化粧板が、順序を問わずに着脱
可能な状態で、且つ拘束を緩めた状態で、前記構造柱との間に通気空間を保持してこれの
全周を覆って一体として取り付けられている木製独立柱。
【請求項２】
　前記木製独立柱の各角部における、隣接する一対の前記木製化粧板の噛み合せ切欠きの
間に保持された隙間に、防水パッキン材が介装されている請求項１記載の木製独立柱。
【請求項３】
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　前記構造柱の各側面を覆って耐火被覆材が取り付けられており、前記被係止金物は、該
耐火被覆材の外側に取り付けられている請求項１又は２に記載の木製独立柱。
【請求項４】
　前記構造柱の各側面を覆って透湿防水シートが取り付けられており、前記被係止金物は
、該透湿防水シートの外側に取り付けられている請求項１～３の何れか１項に記載の木製
独立柱。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、木製独立柱に関し、特に建物の外部に取り付けて用いるポーチ柱等の木製独
立柱に関する。
【背景技術】
【０００２】
　建物の外部には、屋根やバルコニーやベランダ等の上方構造物からの荷重を支持するた
めの、ポーチ柱等の柱が、壁から離れた独立柱として設けられる場合がある。これらの独
立柱は、上方構造物からの荷重を強固に支持すると共に、建物の外部に設けられて耐久性
のある材質として、主に鋼製のものが用いられており、また円形断面や角形断面の他、そ
の他の種々の形状に加工したり外周部分に装飾を施すことによって、当該独立柱による建
物の外観を向上させる工夫がなされている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　一方、近年、例えば木造の住宅建築物等において、玄関ポーチ等の独立柱に意匠上のア
クセントを与えるものとして、木製柱の使用が好まれているが、屋外に木製柱をそのまま
用いても、常時されられる紫外線や風雨に耐えられず、数年もたずに汚れや退色が目立つ
ことになって長期間美観を保持することが難しい。例えば木製柱に防腐処理を施し、表面
に耐候性塗料を塗布するなどして、頻繁にメンテナンスをすれば、紫外線や風雨による美
観の劣化をある程度防げるが、木材特有の経年劣化による割れを防ぐことは難しく、例え
ば割れた部分から劣化が著しく進んだ場合には、荷重を支持する構造柱としての性能に影
響を与えるため、木製柱を丸ごと交換する必要に迫られることになる。
【０００４】
　これに対して、荷重を支持する木製の構造柱の外周面を被覆して、例えば窒業材料から
なるカバー材や、合板等の木質系基材の表面に化粧板を接着した化粧パネルを取り付けて
なる、ポーチ柱等の独立柱が開発されている（例えば、特許文献１、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－１４０６５０号公報
【特許文献２】特開２００５－３４４４７８号公報
【特許文献３】特開２００５－３５０８９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記木製の構造柱の外周面を被覆した独立柱は、被覆材としてのカバー
材や化粧パネルは、窒業材料や、合板等の木質系基材の表面に化粧板を接着させたものあ
って、被覆材として木製の板材を用いた木製仕上げとは異なり、木製柱としての木質感を
醸し出させることは困難である。また、木製の板材を構造柱の外周面を覆う被覆材として
用いる場合には、木製の板材に割れを生じ難くさせたり、雨水や湿気、雑菌等による影響
を受け難くさせたり、板材に劣化や陳腐化が生じた際には交換を容易に行えるようにする
など、特別の工夫が必要である。
【０００７】
　さらに、準耐火建築物や耐火建築物、或いは住宅金融支援機構に定める省令準耐火構造
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の建築物では、屋外にある柱であっても建物の荷重を支えている場合は主要構造物とみな
され、それぞれに応じた耐火性能を満たす必要があるが、現行運用されているものは窒業
系サイディング等の不燃材によって木製の構造柱の外周面を被覆するものがほとんどで、
木製の板材を用いた構造柱の木製仕上げはなされていないのが現状である。ここで、木製
の板材及び構造柱のみで耐火性能を確保しようとして、例えば「Ｈ１２年建設省告示第１
３５８号第ニ項ニのハ」に示す燃えしろ設計を行うと、準耐火構造４５分の柱でも、１７
５ｍｍ角以上の大断面材が必要となり、意匠上の制約が大きくなってしまうと共に、上述
のような経年劣化が木製柱に生じれば、耐火性能の保持も困難となる。
【０００８】
　本発明は、上述のような技術的課題を鑑みてなされたものであり、被覆材として用いる
木製の板材に割れを生じ難くさせたり、雨水や湿気、雑菌等による影響を受け難くさせた
り、板材に劣化や陳腐化が生じた際には交換を容易に行えるようにして、木製柱としての
美観を長期間容易に保持することのできる木製独立柱を提供することを目的とする。
【０００９】
　また、本発明は、大断面材とすることなく、例えば省令準耐火構造の建築物としての耐
火性能を十分に確保することのできる木製独立柱を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、建物の外部に取り付けて用いる木製独立柱において、上方からの荷重を支持
する角形断面を有する構造柱と、該構造柱の４側面を外側から覆って各々取り付けられる
４枚の木製化粧板とからなり、前記木製化粧板は、前記構造柱の各側面に上下方向に所定
の間隔をおいて取り付けられた複数の被係止金物に、当該木製化粧板の背面に上下方向に
前記被係止金物と同様の間隔をおいて取り付けられた複数の係止金物を、当該木製化粧板
を前記構造柱に沿ってスライド移動させることで上方から各々係止することによって前記
構造柱の各側面に各々取り付けられるようになっており、前記木製化粧板は、各々背面の
両側縁部に沿ってＬ字形に切り欠いた噛み合せ切欠きを備えており、前記木製独立柱の各
角部において、隣接する一対の前記木製化粧板の噛み合せ切欠き同士を隙間を保持して噛
み合わせることで、前記４枚の木製化粧板が、順序を問わずに着脱可能な状態で、且つ拘
束を緩めた状態で、前記構造柱との間に通気空間を保持してこれの全周を覆って一体とし
て取り付けられている木製独立柱を提供することにより、上記目的を達成したものである
。
【００１１】
　そして、本発明の木製独立柱は、当該木製独立柱の各角部における、隣接する一対の前
記木製化粧板の噛み合せ切欠きの間に保持された隙間に、防水パッキン材が介装されてい
ることが好ましい。
【００１２】
　また、本発明の木製独立柱は、前記構造柱の各側面を覆って耐火被覆材が取り付けられ
ており、前記被係止金物は、該耐火被覆材の外側に取り付けられていることが好ましい。
【００１３】
　さらに、本発明の木製独立柱は、該構造柱の各側面を覆って透湿防水シートが取り付け
られており、前記被係止金物は、該透湿防水シートの外側に取り付けられていることが好
ましい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の木製独立柱によれば、被覆材として用いる木製の板材に割れを生じ難くさせた
り、雨水や湿気、雑菌等による影響を受け難くさせたり、板材に劣化や陳腐化が生じた際
には交換を容易に行えるようにして、木製柱としての美観を長期間容易に保持することが
できる。
【００１５】
　また、本発明の木製独立柱は、構造柱の各側面を覆って耐火被覆材を取り付け、被係止
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金物を耐火被覆材の外側に取り付けるようにすれば、大断面材とすることなく、例えば省
令準耐火構造の建築物としての耐火性能を十分に確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】玄関ポーチ部に、本発明の好ましい一実施形態に係る木製独立柱を設置した状態
を説明する、（ａ）は略示側面図、（ｂ）は略示断面図である。
【図２】本発明の好ましい一実施形態に係る木製独立柱の構成を説明する横断面図である
。
【図３】構造柱に木製化粧板を着脱可能に取り付ける状況を説明する分解斜斜視図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の好ましい一実施形態に係る木製独立柱１０は、図１（ａ）、（ｂ）に示すよう
に、例えば木造の住宅建築物の玄関ポーチ部１１の張出し屋根１１を支持する柱として、
住宅建築物の外部に設けられ、玄関ポーチ部１１に木製柱の木質感による意匠上のアクセ
ントを与えるものである。また、本実施形態の木製独立柱１０は、建物の外部に設けられ
て紫外線や風雨にされることによる劣化を効果的に抑制する機能を備えると共に、木製柱
としての美観を長期間保持できる機能を備えており、且つ例えば省令準耐火構造の建築物
としての十分な耐火性能を有する構造を備えている。
【００１８】
　そして、本実施形態の木製独立柱１０は、建物（住宅建築物）の外部の玄関ポーチ部１
１に取り付けて用いる木製ポーチ柱１０であって、図２及び図３にも示すように、上方か
らの荷重を支持する角形断面を有する構造柱１２と、構造柱１２の４側面１２ａを外側か
ら覆って各々取り付けられる木製の板材である４枚の木製化粧板１３とからなる。木製化
粧板１３は、構造柱１２の各側面１２ａに上下方向に所定の間隔をおいて取り付けられた
複数の被係止金物１４に、当該木製化粧板１３の背面１３ａに上下方向に被係止金物１４
と同様の間隔をおいて取り付けられた複数の係止金物１５を、当該木製化粧板１３を前記
構造柱１２に沿ってスライド移動させることで上方から各々係止することによって構造柱
１２の各側面１２ａに各々取り付けられるようになっている（図３参照）。木製化粧板１
３は、各々背面１３ａの両側縁部に沿ってＬ字形に切り欠いた噛み合せ切欠き１３ｂを備
えており（図２参照）、木製ポーチ柱１０の各角部１０ｂにおいて、隣接する一対の木製
化粧板１３の噛み合せ切欠き１３ｂ同士を隙間１６を保持して噛み合わせることで、４枚
の木製化粧板１３が、順序を問わずに着脱可能な状態で、且つ拘束を緩めた状態で、構造
柱１２との間に通気空間１７を保持してこれの全周を覆って一体として取り付けられてい
る。
【００１９】
　また、本実施形態では、構造柱１２の各側面１２ａを覆って耐火被覆材１８が取り付け
られており、被係止金物１４は、この耐火被覆材１８の外側に取り付けられている。
【００２０】
　本実施形態では、木製ポーチ柱１０を構成する構造柱１２は、例えば１０５ｍｍ角の正
方形断面を有する木製角材であって、好ましくは張出し屋根１１ａからの荷重を強固に支
持できるように、公知の各種の高耐久構造柱を用いて形成することができる。構造柱１２
は、図１に示すように、玄関ポーチ部１１の土間部１１ｂに取り付けられた柱受け金物１
９を介して、下端部が固定されると共に、上端面に張出し屋根１１ａの梁部材１１ｃが固
定されることにより、張出し屋根１１の荷重を下方から強固に支持できるようになってい
る。
【００２１】
　ここで、柱受け金物１９は、例えば４角形の鋼製プレートからなるベース部１９ａと、
ベース部１９ａの中央から垂直に立設する例えば鋼製パイプからなる脚部１９ｂと、脚部
１９ｂの上端に一体接合された例えば上端が開口面となった鋼製箱体部１９ｃとからなる
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。柱受け金物１９は、アンカーボルト等を介して、ベース部１９ａを土間部１１ｂのコン
クリートに固定することにより、土間部１１ｂに強固に取り付けられる。構造柱１２の下
端部を、鋼製箱体部１９ｃの上端の開口面から挿入装着して鋼製箱体部１９ｃに固定する
ことにより、構造柱１２は、土間部１９から支持された状態で垂直に立設する。また、構
造柱１２の上端部は、公知の各種の接合金物（図示せず）を介して、張出し屋根１１ａの
梁部材１１ｃに接合固定される。
【００２２】
　そして、本実施形態では、構造柱１２の外周面における、下端の柱受け金物１９の鋼製
箱体部１９ｃと上端の張出し屋根１１ａの梁部材１１ｃとの間に挟まれる部分には、図２
に示すように、４方の側面１２ａを連続して覆うようにして、耐火被覆材１８が取り付け
られている。耐火被覆材１８としては、ケイ酸カルシウム板、木片セメント板、ＡＬＣ板
、窒業系サイディング、モルタル、合板等を用いることができる。また、耐火被覆材１８
の厚さを薄くしたい場合には、好ましくは１．０～１０ｍｍ程度の厚さの、公知の各種の
熱膨張性耐火シートや発泡系耐火シートを用いることができる。より好ましくは、例えば
ＷＯ２００６／８２６４５号公報に記載の発泡系耐火シートや、特許第３７０７５３０号
公報に記載の発泡系耐火塗料を用いることができる。
【００２３】
　これらの耐火被覆材１８は、例えば構造柱１２に向けて２００ｍｍ程度のピッチで釘や
ビスを打込む等、公知の各種の方法を用いて、構造柱１２の外周面を連続して覆った状態
で取り付けることができる。構造柱１２の各側面１２ａを覆って耐火被覆材１８が取り付
けられていることにより、木製ポーチ柱１０を、例えば１７５ｍｍ角以上の大断面材とす
ることなく、相当の耐火性能を備える木製柱とすることが可能になる。
【００２４】
　また、本実施形態では、構造柱１２の各側面１２ａを覆って透湿防水シート２０が取り
付けられており、被係止金物１４は、この透湿防水シート２０の外側に取り付けられてい
る。すなわち、透湿防水シート２０は、構造柱１２の各側面１２ａを覆って取り付けられ
た耐火被覆材１８を、外側からさらに被覆して取り付けられることにより、構造柱１２の
各側面１２ａを覆って配設されることになる。
【００２５】
　ここで、透湿防水シート２０としては、例えばポリエチレンやポリプロピレン等からな
る、公知の各種の透湿防水シートを用いることができる。透湿防水シート２０は、タッカ
ーや粘着テープ等によって、耐火被覆材１８の外側に連続した状態で容易に取り付けるこ
とができる。構造柱１２の各側面１２ａを覆って透湿防水シート２０が取り付けられてい
ることにより、耐火被覆材１８や構造柱１２への雨水等による水の浸入を効果的に防いで
、木製ポーチ柱１０の耐久性をさらに向上させることが可能になる。
【００２６】
　本実施形態では、耐火被覆材１８及び透湿防水シート２０によって覆われた構造柱１２
の４方の側面１２ａには、各々、被係止金物１４が、図３に示すように、上下方向に所定
の間隔をおいて複数取り付けられている。本実施形態では、被係止金物１４は、例えば横
長矩形の帯板形状を有する鋼製プレートからなる。被係止金物１４は、耐火被覆材１８及
び透湿防水シート２０によって覆われた角形断面の構造柱１２の各角部分に沿って上下方
向に延設して取り付けられた、両側のＬ字受け部材２１（図２参照）の間に跨るようにし
て、両端部分を当該Ｌ字受け部材２１に各々接合することにより、構造柱１２の各側面１
２ａの中央部分に、上下方向に例えば１５０～１０００ｍｍ程度の所定の間隔をおいて複
数取り付けられる。これによって、各被係止金物１４の背面側には、両側のＬ字受け部材
２１の間隔部分において、後述する係止金物１５の係合片１５ａが係着される係着スリッ
ト１４ａ（図２参照）が、耐火被覆材１８及び透湿防水シート２０との間に保持される。
【００２７】
　ここで、Ｌ字受け部材２１は、例えば０．３～１５ｍｍ程度の厚さを有し、スペーサと
して機能する部材である。Ｌ字受け部材２１は、例えば鉄やアルミニウム等の合金類、又
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は合成樹脂や木材からなり、等辺Ｌ字形状の内側面を耐火被覆材１８及び透湿防水シート
２０によって覆われた構造柱１２の各角部分に密着させた状態で、構造柱１２の上下方向
の略全長に亘って取り付けられる。これによって、構造柱１２の４方の側面１２ａには、
中央部分を上下方向に延設して、Ｌ字受け部材２１の厚さと同様の深さを有する段差溝が
形成される。この段差溝に跨るようにして被係止金物１４が取り付けられることで、被係
止金物１４の背面側に係着スリット１４ａが保持されることになる。
【００２８】
　そして、本実施形態では、木製ポーチ柱１０を構成する４枚の木製化粧板１３は、例え
ば９～３０ｍｍ程度の厚さを有する木製の板材であって、構造柱１２の幅よりも大きな幅
を有している。また木製化粧板１３の背面１３ａの両側縁部には、Ｌ字形に切り欠いた噛
み合せ切欠き１３ｂが形成されている。木製化粧板１３は、隣接する一対の木製化粧板１
３の噛み合せ切欠き１３ｂ同士を隙間１６を保持しつつ互いに噛み合わせた状態で、後述
する係止金物１５を介して、構造柱１２の４側面１２ａを外側から覆って各々取り付けら
れる。
【００２９】
　ここで、４枚の木製化粧板１３は、Ｌ字形に切り欠いた噛み合せ切欠き１３ｂ同士を互
いに噛み合わせて取り付けられることにより、順序を問わずに着脱可能な状態で、且つ耐
火被覆材１８及び透湿防水シート２０によって覆われた構造柱１２の全周を隙間無く覆っ
た状態で、構造柱１２の外側に各々設置されることになる。また、４枚の木製化粧板１３
は、各角部において噛み合わされる噛み合せ切欠き１３ｂの間に僅かな隙間１６が保持さ
れていることにより、過度に拘束された状態となるのを効果的に回避することが可能にな
る。さらに、４枚の木製化粧板１３は、その木裏を外側に向けた状態で取り付けられるこ
とが好ましい。木製化粧板１３がその木裏を外側に向けた状態で取り付けられることによ
り、乾燥収縮によって木製化粧板１３が湾曲変形した場合でも、噛み合せ切欠き１３ｂの
隙間１６を拡大させ難くなり、雨水等の浸入が妨げられることで、耐久性及び意匠性の低
下を防ぐことが可能になる。
【００３０】
　また、本実施形態では、木製ポーチ柱１０の各角部１０ｂにおける、隣接する一対の木
製化粧板１３の噛み合せ切欠き１３ｂの間に保持された隙間１６には、防水パッキン材２
２が介装されている。噛み合せ切欠き１３ｂの間の隙間１６に防水パッキン材２２が介装
されていることにより、当該隙間１６を介した耐火被覆材１８や構造柱１２への雨水等に
よる水の浸入を効果的に防いで、木製ポーチ柱１０の耐久性をさらに向上させることが可
能になる。
【００３１】
　本実施形態では、図３に示すように、木製化粧板１３の背面１３ａには、係止金物１５
が、上下方向に被係止金物１４と同様の例えば１５０～１０００ｍｍ程度の所定の間隔を
おいて複数取り付けられている。係止金物１５は、帯板形状を有する鋼製プレートからな
り、例えば接着剤等を介して、木製化粧板１３の背面１３ａに密着させると共に、互いに
平行に横方向に延設させた状態で取り付けられる。また、係止金物１５の中央部分には、
例えば鋼製プレートに切り込みを入れると共に曲折加工を施して、内側に僅かに突出した
後に直角に折れ曲がって下方に延設する、全体として扁平なＬ字断面形状を有する係合片
１５ａが設けられている。
【００３２】
　各木製化粧板１３を、構造柱１２の各側面１２ａに沿って上方から下方にスライド移動
させて係止金物１５を被係止金物１４に各々係止する際に、これらの複数の係止金物１５
の係合片１５ａを、上述の各被係止金物１４の係着スリット１４ａに各々係着することに
より、木製化粧板１３が、構造柱１２との間に通気空間１７を保持しつつ構造柱１２の４
側面１２ａを外側から覆って、各々着脱可能に安定した状態で取り付けられることになる
。これによって、本実施形態の木製ポーチ柱１０が形成されることになる。
【００３３】



(7) JP 5608017 B2 2014.10.15

10

20

30

40

50

　また、本実施形態では、係止金物１５は、その一端部に、直角に折れ曲がった折曲り挿
入片１５ｂを備えると共に、その他端部に、内側への段差によって木製化粧板１３の背面
１３ａとの間に挿入スペースを形成するスペーサ片１５ｃを備えている（図２参照）。木
製化粧板１３を構造柱１２の４側面１２ａの外側に各々取り付ける際に、隣接する各一対
の側面１２ａを覆う各一対の木製化粧板１３に取り付けられた係止金物１５を、一方の係
止金物１５の一端部の折曲り挿入片１５ｂを他方の係止金物１５の他端部のスペーサ片１
５ｃの裏側に挿入配置することで互いに係止することにより（図２参照）、４枚の木製化
粧板１３に各々設けられた係止金物１５の一体化を図って、さらに安定した状態で木製化
粧板１３を取り付けることが可能になる。
【００３４】
　そして、上述の構成を備える本実施形態の木製独立柱（木製ポーチ柱）１０によれば、
被覆材として用いる木製の板材である木製化粧板１３に割れを生じ難くさせたり、雨水や
湿気、雑菌等による影響を受け難くさせたり、交換を容易に行えるようにして、木製柱と
しての美観を長期間容易に保持することが可能になる。
【００３５】
　すなわち、本実施形態によれば、木製化粧板１３は、構造柱１２の各側面１２ａに取り
付けられた複数の被係止金物１４に、当該木製化粧板１３の背面１３ａに取り付けられた
複数の係止金物１５を上方から各々係止することによって構造柱１２の各側面１２ａに各
々取り付けられるようになっており、木製化粧板１３は、背面１３ａの両側縁部に噛み合
せ切欠き１３ｂを備えており、木製ポーチ柱１０の各角部１０ｂにおいて、隣接する一対
の木製化粧板１３の噛み合せ切欠き１３ｂ同士を隙間１６を保持して噛み合わせることで
、木製化粧板１３が、構造柱１２との間に通気空間１７を保持して取り付けられているの
で、噛み合せ切欠き１３ｂの間に隙間１６が保持されて拘束を緩めた状態となっているこ
とにより、木製化粧板１３に割れが生じるのを効果的に抑制することが可能になる。また
、木製化粧板１３と構造柱１２との間に通気空間１７が保持されていることにより、雨水
や湿気、雑菌等による影響を受け難くなる。さらに、４枚の木製化粧板１３は、両側縁部
のＬ字形に切り欠いた噛み合せ切欠き１３ｂ同士を噛み合わせると共に、複数の被係止金
物１４に、複数の係止金物１５を、上方から各々係止することによって構造柱１２の外側
に取り付けらていることにより、木製化粧板１３に劣化や陳腐化が生じた際には容易に交
換することができるので、木製化粧板１３を必要に応じて適宜容易に交換して、木製柱と
しての美観を長期間容易に保持することが可能になる。
【００３６】
　また、本実施形態の木製独立柱（木製ポーチ柱）１０によれば、構造柱１２の各側面１
２ａを覆って耐火被覆材１８が取り付けられているので、耐火被覆材１８の厚さを抑制す
ることにより、大断面材とすることなく、例えば省令準耐火構造の建築物としての耐火性
能を十分に確保することが可能になる。
【００３７】
　なお、本発明は上記実施形態に限定されることなく種々の変更が可能である。例えば、
構造柱の各側面を覆って耐火被覆材や透湿防水シートを取り付ける必要は必ずしも無い。
また、木製化粧板の下端部に通気水切材を設けて、木製化粧板と構造柱との間の通気空間
への通気を促進したり、木製化粧板の外周面に沿って流下する雨水等による水の水切りを
促進するようにすることもできる。さらに、木製独立柱が立設する部分の天井面にくぼみ
部を設けて、木製化粧板を構造柱に沿って上下方向にスライド移動させることによる木製
化粧板の着脱作業を、容易に行えるようにすることもできる。
【００３８】
　さらにまた、木製化粧板が取り付けられる構造柱は、正方形の断面形状を有する角材で
ある必要は必ずしもなく、矩形の断面形状を有する角材であっても良い。扁平な壁柱等の
、複数の角材や面材を組立てて形成された構造柱であっても良い。木製化粧板は、構造柱
の断面形状に対応させて、異なる幅の複数種類のものを用いることもできる。木製独立柱
は木製ポーチ柱である必要は必ずしも無い。
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【符号の説明】
【００３９】
１０　木製独立柱（木製ポーチ柱）
１０ａ　角部
１１　玄関ポーチ部
１２　構造柱
１２ａ　側面
１３　木製化粧板
１３ａ　背面
１３ｂ　噛み合せ切欠き
１４　被係止金物
１４ａ　係着スリット
１５　係止金物
１５ａ　係合片
１６　噛み合せ切欠き間の隙間
１７　通気空間
１８　耐火被覆材
１９　柱受け金物
２０　透湿防水シート
２１　Ｌ字受け部材
２２　防水パッキン材

【図１】 【図２】
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